
まちからの大切なお知らせI n f o r m a t i o n

問�消防防災係（212・213）総務課

　大隅曽於地区消防組合では令和６年度の消防士採用試験を実施します。

採用年月日 令和７年４月１日

試験の日時 令和６年９月22日（日）　午前８：30から

試験内容 教養試験、作文試験、適正試験、体力検査

採用予定人数 ３名

受験資格

⑴　平成９年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた者

⑵　高等学校卒業以上の学歴を有する者（令和７年３月卒業見込み者を含む。）

⑶　採用時に管内（曽於市、志布志市又は曽於郡大崎町）の住民であること。

⑷　身体の基準は、次のとおりです。
　ア　視力… 裸眼視力又は矯正視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3

以上であること。
　イ　聴力…消防吏員としての職務遂行に重大な支障がないこと。
　ウ　四肢、内臓等…重大な疾患がないこと。
　エ　その他…消防吏員として消防業務に充分耐えうる体力を有する者

⑸　地方公務員法第16条の規定に該当する方は受験できません。

⑹　受験資格を満たしていれば、男女の別は関係ありません。

採用試験案内
について

　大隅曽於地区消防組合消防本部総務課、曽於消防署、志布志消防署、財部分署、
大崎分署及び末吉救急分駐所に準備してありますが、大隅曽於地区消防組合の
ホームページ（http://www5.synapse.ne.jp/fdsoh/）からもダウンロードす
ることができますので、試験の詳しい内容については「令和６年度大隅曽於地
区消防組合消防吏員採用試験案内」をご覧ください。

お問い合わせ先 大隅曽於地区消防組合消防本部総務課　☎099-482-0569（直通）

令和６年度�大隅曽於地区消防組合
消防吏員採用試験について

問�財政係（219・220）総務課

ふるさとのために町へご寄付いただきました
　５月21日（火）、四元忠博様より、町へご寄付いただきました。四元様は現在、埼玉県にご在住で
数十年前は假宿地区にお住まいでした。
　遠い地より、ふるさとを思う四元様の想いにお応えできるよう、大崎町発展のため有効適切に活用
させていただきます。
　この度の町政に対するご支援とご厚情にあらためて感謝申し上げます。
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